
承継組合員制度に係る共済事務の手続きについて 

ー 全国町村職員生活協同組合 ー 

28

owner
テキストボックス

owner
テキストボックス

owner
テキストボックス

owner
テキストボックス
15



- 1 - 

Ⅰ 承継組合員制度について 
  承継組合員制度の創設に伴う事務取扱いにつきましては、次のとおりです。 
 
１ 承継組合員制度の概要 
（１）⽬的 
   承継組合員制度とは、組合員（現職・退職者）が死亡した場合、その配偶者を定 
  款第 6 条第 2 項に定める組合員とし、共済契約を承継することにより承継組合員 
  （配偶者）の⽣活の安定及び充実を図ることを⽬的とするものです。 
（２）背景 
   組合員が死亡した後も、組合員と共に家庭を⽀えてきた配偶者について、経済的 
  な負担を軽減することで、⽣活の安定・充実を図るため。また、配偶者が⾼齢の場 
  合、新たな保険を⾃ら調べて加⼊することは難しく、配偶者が共済契約を承継でき 
  ないかとの要望が多々あることに鑑み創設するものです。 
（３）承継組合員の資格 
      死亡により脱退に⾄った組合員と同⼀世帯で⽣計を⼀にする配偶者となります。 
  承継は⼀代限りであり、当該配偶者が再婚されても、相⼿の⽅に承継資格は⽣じま 
  せん。 
   また、死亡により脱退に⾄った組合員が在職していた職域において、事務取扱い 
  が可能な⼈に限ります。 
（４）承継できる共済契約 
   現に契約中の建物及び建物内に収容している動産並びに⾃動⾞とします。 
   ・  組合員が死亡時に契約していた⽕災共済契約（扶養親族が所有する物件を含 
    みます。） 
   ・  組合員が死亡時に契約していた⾃動⾞共済契約（同⼀世帯の親族が所有する 
    ⾃動⾞を含みます。） 
    ただし、やむを得ない理由があるときは、現に契約中の建物及び建物内に収容 
   している動産並びに⾃動⾞に替えて、新たな建物及び建物内に収容している動産 
   ならびに⾃動⾞を共済契約の対象とすることができます。 
（５）承継組合員の共済利⽤期間 
   承継組合員が共済事業を利⽤することができる共済契約の期間は、⾃由脱退、除 
  名⼜は死亡脱退するまでの間となります。 
   ただし、共済事業を利⽤できる状態にあるにも関わらず、利⽤しない状態が⽣じ 
  たときは、⾃由脱退とみなします。 
（６）承継組合員の次年度以降の継続申込みの取扱い 
   退職者組合員の継続申し込みの⼿続きと同様になります。 
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２ 承継の申請期間及び申請書類 
（１）申請期間 
   組合員が死亡した⽇から組合員が締結していた共済契約期間の末⽇から 2 か   
    ⽉後の⽉末までとなります。（７継の場合 9 ⽉ 30 ⽇、1 継の場合３⽉ 31 ⽇） 
   また、共済契約期間については、空⽩期間が⽣じないように、死亡した組合員の 
  共済契約解約⽇もしくは満了⽇を始期⽇とする共済契約となります。（承継組合員 
  移⾏申請⽇と同⽇付の契約となります） 
（２）申請書類 
   組合員が死亡した場合、承継組合員移⾏には次の書類が必要となります。 
   ①承継組合員加⼊承認申請書（出資⾦ 1 ⼝ 100 円以上） 
   ②組合加⼊及び共済契約申込書（⽕災・⾃動⾞共済契約を新規加⼊するため） 
   ③預⾦⼝座振替依頼書（⼝座振替を希望される場合に提出） 
   ④組合脱退および出資⾦払戻請求書（死亡した組合員に係る書類として） 
   ⑤⽕災・⾃動⾞共済契約解約申込書（組合員が死亡後、その配偶者が共済契約満 
    了まで待たずに、すぐに承継組合員に移⾏したい意思がある場合に提出） 
 
Ⅱ 承継組合員の加⼊事務の⼿続きについて 
１ 承継組合員加⼊承認申請等の事務⼿続きの流れ 
 承継組合員の加⼊申請に伴う、組合員、⽀部、本部間の事務の流れは下記のとおりと
なります。 

 
 
 

 

 
※（注１）組合員が死亡後、その配偶者が共済契約満了まで待たずに、すぐに承継組合 
員に移⾏したい意思がある場合に、死亡した組合員の契約を解約するため提出。 
※（注２）最初に出資⾦及び共済掛⾦を送⾦する際に使⽤。 

承継組合員 ⽀部事務 本部事務

①組合員死亡の連絡 ②承継意思確認・関係書類の発送
A.承継組合員加⼊承認申請書

B. 組合加⼊および共済契約申込書

C. 預⾦⼝座振替依頼書
D. 組合脱退および出資⾦払戻請求書

E. ⽕災・⾃動⾞共済契約解約申込書（注１）
F.郵便振替払込取扱票（注２）

③書類の提出及び送⾦
・A〜Fの書類

・出資⾦および共済掛⾦

④書類の受領・発送および送⾦
・A〜Eの書類

・掛⾦及び初回出資⾦

⑤各種登録（⽉例にて処理）
・A〜Eの書類

・掛⾦及び初回出資⾦の⼊⾦

照合処理
・承諾書・組合員証発⾏

⑥承諾書・組合員証の受領
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２ 承継組合員の加⼊事務について 
 承継組合員への移⾏⼿続きは、⽉例事務として取扱います。共済契約申込書等、既存
の書類に加えて、新たに「承継組合員加⼊承認申請書」による申請が必要となります。 
 
【例１】現職組合員（共済契約期間︓令和 3 年 1 ⽉ 10 ⽇から令和 4 年 1 ⽉ 10 ⽇ま
で）が令和 3 年 10 ⽉ 1 ⽇に死亡し、その配偶者が死亡した組合員が締結していた共済
契約の満了まで待たずに、すぐに承継組合員への移⾏を希望する場合 
 
（１）現職組合員に係る⼿続き（令和 3 年 10 ⽉ 1 ⽇で解約） 
  現職組合員の共済契約は、組合員死亡後も共済契約が満了となる令和 4 年 1 ⽉ 10 
 ⽇までは有効ですが、配偶者が契約満了まで待たずに、すぐ承継組合員に移⾏したい 
 場合、死亡した組合員の脱退及び出資⾦払い戻しを 10 ⽉ 1 ⽇付で⾏います。 
 
（２）承継組合員に係る⼿続き（令和 3 年 10 ⽉ 1 ⽇から切替） 
  配偶者に承継組合員加⼊承認申請書を出資⾦と併せて提出いただき、加⼊承認申請 
 ⼿続きを 10 ⽉ 1 ⽇付で⾏います。これに伴い、死亡した組合員の共済契約を 10 ⽉ 
 1 ⽇付で解約し、新たに①10 ⽉ 1 ⽇から令和 4 年 1 ⽉ 10 ⽇までの短期共済契約② 
 令和 4 年 1 ⽉ 10 ⽇から 1 年間の共済契約を⾏います。 
  また、承継組合員移⾏後の事務取扱は退職者組合員と同様となるため、⼝座振替を 
 希望される場合は預⾦⼝座振替依頼書を提出いただきます。 
 

 

（１）現職組合員

【組合員死亡に伴う提出書類】 【承継組合員加⼊に伴う提出書類等】
〇組合脱退および出資⾦払戻請求書 〇承継組合員加⼊承認申請書

〇組合加⼊および共済契約申込書
〇預⾦⼝座振替依頼書
〇⽕災・⾃動⾞共済契約解約申込書
〇出資⾦および共済掛⾦

令和3年 令和3年 令和4年
1⽉10⽇ 10⽉1⽇ 1⽉10⽇

（２）承継組合員
 （退職者組合員）

◎令和3年1⽉10⽇から1年間契約

◎令和3年10⽉1⽇から令和4年1⽉10⽇
 までの短期契約

◎令和4年1⽉10⽇から1年間契約組合員
死 亡
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【例２】現職組合員（共済契約期間︓令和 3 年 1 ⽉ 10 ⽇から令和 4 年 1 ⽉ 10 ⽇ま
で）が令和 3 年 10 ⽉ 1 ⽇に死亡したが、配偶者が共済契約の存在を失念しており、11
⽉ 1 ⽇になってから本組合にその旨連絡、併せて共済契約満了まで待たずに、すぐに承
継組合員への移⾏を希望した場合 
 
（１）現職組合員に係る⼿続き（令和 3 年 11 ⽉ 1 ⽇で解約） 
  現職組合員の共済契約は、組合員死亡後も共済契約が満了となる令和 4 年 1 ⽉ 10 
 ⽇までは有効ですが、配偶者が契約満了まで待たずに、すぐ承継組合員に移⾏したい 
 場合、死亡した組合員の脱退及び出資⾦払い戻しを 10 ⽉ 1 ⽇付で⾏います。 
 
（２）承継組合員に係る⼿続き（令和 3 年 1１⽉ 1 ⽇から切替） 
  配偶者に承継組合員加⼊承認申請書を出資⾦と併せて提出いただき、加⼊承認申請 
 ⼿続きを 1１⽉ 1 ⽇付で⾏います。これに伴い、死亡した組合員の共済契約を 1１⽉ 
 1 ⽇付で解約し、新たに①1１⽉ 1 ⽇から令和 4 年 1 ⽉ 10 ⽇までの短期共済契約と 
 ②令和 4 年 1 ⽉ 10 ⽇から 1 年間の共済契約を⾏います。 
  また、承継組合員移⾏後の事務取扱は退職者組合員と同様となるため、⼝座振替を 
 希望される場合は預⾦⼝座振替依頼書を提出いただきます。 
 

 
 
 

（１）現職組合員

【組合員死亡に伴う提出書類】 【承継組合員加⼊に伴う提出書類等】
〇組合脱退および出資⾦払戻請求書 〇承継組合員加⼊承認申請書

〇組合加⼊および共済契約申込書
〇預⾦⼝座振替依頼書
〇⽕災・⾃動⾞共済契約解約申込書
〇出資⾦および共済掛⾦

令和3年  令和3年 令和4年   
1⽉10⽇  10⽉10⽇ 1⽉10⽇   

令和3年    
11⽉1⽇    

（２）承継組合員 

◎令和3年11⽉1⽇から令和4年1⽉
 10⽇までの短期契約

◎令和4年1⽉10⽇から1年間契約

 （退職者組合員）

◎令和3年1⽉10⽇から1年間契約

組合員
死 亡
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【例３】現職組合員（共済契約期間︓令和 3 年 1 ⽉ 10 ⽇から令和 4 年 1 ⽉ 10 ⽇ま
で）が令和 3 年 10 ⽉ 1 ⽇に死亡したが、配偶者が共済契約の存在を失念しており、本
組合から継続申込書が届いて初めて契約の存在に気づき、組合員死亡について本組合に
連絡、その際に承継組合員への移⾏を希望した場合（死亡した組合員の共済契約を、配
偶者が契約終期⽇まで利⽤した場合） 
 
（１）現職組合員に係る⼿続き（令和４年 1 ⽉ 1０⽇で⾮継続処理） 
  死亡した組合員の脱退及び出資⾦払い戻しの⼿続きを令和３年 10 ⽉ 1 ⽇付で⾏い 
 ます。 
 
（２）承継組合員に係る⼿続き（令和４年 1 ⽉ 1０⽇から切替） 
  配偶者に承継組合員加⼊承認申請書を出資⾦と併せて提出いただき、加⼊承認申請 
 ⼿続きを令和 4 年 1 ⽉ 1０⽇付で⾏います。これに伴い、死亡した組合員の共済契約 
 については、送付済みの継続申込書にて⾮継続処理し、新たに⽉例分として、令和 4 
 年 1 ⽉ 10 ⽇から 1 年間の共済契約を提出いただきます。 
  また、承継組合員移⾏後の事務取扱は退職者組合員と同様となるため、⼝座振替を 
 希望される場合は預⾦⼝座振替依頼書を提出いただきます。 

※契約終期⽇である 1 ⽉ 10 ⽇以降に承継組合員移⾏の申請があった場合、3 ⽉ 31 ⽇
までは承継組合員への移⾏を受け付けます。その際、⾮継続扱いとなった契約と承継す
る契約の⽇付が繋がっている必要があるため、承継組合員移⾏⽇及び契約始期⽇は 1 ⽉
10 ⽇となります。また、1 ⽉ 10 ⽇から申請があった⽇までの間に、承継する契約が罹
災・事故等に遭っているかどうか確認してください。 

（１）現職組合員 （２）承継組合員

【組合員死亡に伴う提出書類】 【承継組合員加⼊に伴う提出書類等】
〇組合脱退および出資⾦払戻請求書 〇承継組合員加⼊承認申請書

〇組合加⼊および共済契約申込書
〇預⾦⼝座振替依頼書
〇出資⾦および共済掛⾦
※継続申込書については⾮継続で処理

◎令和3年1⽉10⽇から1年間契約（10⽉1⽇以降も、契約終期⽇まで有効）

◎令和4年1⽉10⽇から1年間契約

令和3年
1⽉10⽇

令和3年
10⽉1⽇

令和4年
1⽉10⽇

 （退職者組合員）

組合員
死 亡
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３ 承継組合員加⼊⼿続きに係る提出書類の留意事項 
 
（１）承継組合員加⼊承認申請書 
①出資⼝数及び出資⾦額 
 死亡した組合員に係る出資⾦は、全額払い戻しされ、新たに承継組合員としての申し
込みとなりますので、⽕災共済・⾃動⾞共済の契約掛⾦と併せて初回出資⾦（1 ⼝ 100
円以上）を拠出してください。 
 
②承継組合員番号 
 死亡した組合員と区別するため、承継組合員は新規に組合員番号を付与しますので、
承継組合員番号記⼊欄は記載しないで提出してください。 
 
③承継組合員移⾏⽇ 
 死亡した組合員の配偶者が承継組合員に移⾏する⽇付を記⼊してください。なお、移
⾏⽇の始期⽇は「組合員の死亡⽇」で、終期⽇は「死亡した組合員が締結していた共済
契約の終期⽇（複数の終期⽇がある場合は最も近い⽇付のもの）」となります。 
 また、上記の承継組合員移⾏⽇を始期⽇とする⽕災・⾃動⾞共済契約を「組合加⼊お
よび共済契約申込書」にて、「加⼊承認申請書」と併せて新規契約で申し込んで下さい。 
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（２）組合加⼊および共済契約申込書 
①組合員区分 
 令和 2 年度末現在、本組合の員外利⽤者が存在しないことから、今後の申込書の印刷
分から、従来の「３．員外」を、「３．承継」に改めるので、旧申込書を使⽤して承継組
合員が共済契約を申し込む場合、「３．員外」を「承継」に修正し〇で囲むようにして
ください。 
 
②出資⼝数及び出資⾦額 
 承継組合員の出資⾦額は、「承継組合員加⼊承認申請書」にて拠出いただきますので、
「組合加⼊および共済契約申込書」の出資⾦欄には記⼊しないでください。 
 
③組合員番号及び組合加⼊年⽉⽇ 
 「組合員番号」については、「承継組合員加⼊承認申請書」と併せて提出する際は未
記⼊でかまいません。また、「組合加⼊年⽉⽇」については、「承継組合員加⼊承認申請
書」の「承継組合員移⾏⽇」を記⼊してください。 
 
④⽕災・⾃動⾞共済契約内容 
 承継組合員移⾏時に、「承継組合員加⼊承認申請書」と併せて「組合加⼊及び共済契
約申込書」を提出いただきますが、その際、⽕災・⾃動⾞共済契約の始期⽇については、
「承継組合員移⾏⽇」と同⽇にしてください。 
 
（３）預⾦⼝座振替依頼書 
 承継組合員が継続掛⾦・割戻⾦の収納⽅法で⼝座振替を希望している場合は、提出し
てください。 
 
（４）組合員脱退および出資⾦払戻請求書 
 死亡した組合員に係る出資⾦は、全額払い戻しされますので、「組合脱退および出資
⾦払戻請求書」を必ず提出してください。 
 
（５）⽕災・⾃動⾞共済契約解約申込書 
 死亡した組合員の共済契約を、契約期間の末⽇を待たずに途中解約し、承継する場合
には、死亡した組合員の共済契約について「⽕災・⾃動⾞共済契約解約申込書」を提出
してください。（共済契約満了後に承継する場合は、提出する必要はありません。） 
 
４ 承継組合員の次年度以降の継続申込みの取り扱い 
 従前の退職者組合員の継続申し込みの⼿続きと同様となります。 
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【承継組合員制度に関する Q&A】 

 
 

（答）新たに承継組合員として加⼊していただくこととなり、承継組合員としての加⼊
の意思確認及び承認⼿続きが必要となりますので「承継組合員加⼊承認申請書」等の関
係書類の提出が必要となります。また、死亡した組合員の脱退及び出資⾦払戻請求書の
提出も併せて必要となります。 
 

（答）従前、共済契約者が死亡した場合、その権利義務は契約期間を限度としておりま
したが、承継組合員制度においては、死亡されてから契約期間の末⽇の 2 か⽉後の⽉末
までの間に申請すればよいこととなっておりますので、⼿続きは、死亡後、直ちに⾏う
ことも可能ですし、当該申請期限内までに⾏うことも可能です。 
 ただし、共済期間末⽇から 2 か⽉後の⽉末を経過した場合は、申込みできません。 
 なお、利⽤期間に期限はなく、⾃由脱退、除名⼜は死亡脱退するまでの間は利⽤でき
ます。また、⼀度でも⾃由脱退すると再加⼊はできません。 
 

（答）死亡した組合員の出資⾦を引き継ぐことはできませんので、死亡した組合員に係
る出資⾦は全額払戻しされ、新たに承継組合員としての申込となりますので、初回出資
⾦として 1 ⼝ 100 円以上を、共済掛⾦と併せて納めていただく必要があります。 
 
 
 

（問１）死亡した組合員の契約を承継組合員の名前に変更するだけで、 
        承継組合員への移⾏⼿続きは完了しないのか。 

（問２）承継組合員の申込みは、いつまでに⾏えばよいのか。 
    また、承継組合員としていつまで事業が利⽤できるのか。 

（問３）承継組合員となる際に、新たに出資⾦が必要となるのか。 
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（答）現に契約中の次に掲げる「建物及び建物に収容している動産」並びに「⾃動⾞」
が対象となります。 
・組合員が死亡時に契約していた⽕災共済契約（扶養親族が所有する物件を含む。） 
・組合員が死亡時に契約していた⾃動⾞共済契約（同⼀世帯の親族が所有する⾃動⾞を
含む。） 
 ただし、やむを得ない事情がある場合は、新たな物件等の追加や変更を⾏うことも可
能です。 
 

（答）共済事業ごとの解約はできますが、組合員に紐づく共済契約が全てなくなると脱
退扱いとなるため、その点ご注意願います。 
 また、出資⾦の払戻しについては、退職者組合員同様、本組合を脱退する際に払い戻
されます。 
 

（答）組合員の事情から適当と判断した場合、新たに利⽤可能です。 
 また、契約後の内容変更等については、退職者組合員と同様に⾏えます。 
 

（答）同⼀世帯で⽣計を⼀にしている場合、契約が可能ですので、「⽕災共済契約内容
変更通知書」の⼿続きをしてください。 

（問４）承継できる共済契約の範囲はどこまでか。また、新たな物件等を 
    追加したり、変更することはできるのか。 

（問５）⽕災共済と⾃動⾞共済の両共済事業を契約しているが、承継時、 
    もしくは、承継後、どちらか⼀⽅の共済事業を解約することは 
    できるのか。また、出資⾦の払戻しは退職者組合員と同様か。 

（問６）承継組合員として⽕災共済を利⽤しているが、加えて⾃動⾞共済 
    事業を利⽤することはできるのか。 

（問７）承継組合員が死亡した組合員が契約していた物件を売却し、息⼦
と⼀緒に⽣活することにした場合、息⼦名義の物件の契約は可能か。 



- 10 - 

【参考】承継組合員加⼊承認申請書 
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